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投資信託委託会社の「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に基づく説明義務に関するガイドライン」 
 

 

平成 12 年 12 月 ８日制定 

平成 19 年 １月 19 日改正 

平成 19 年 ９月 21 日改正 

平成 20 年 ９月 19 日改正 

平成 21 年 ３月 19 日改正 

令和 ５年 ２月 ９日改正 

令和 ６年 ２月 15 日改正 

 

Ⅰ．ガイドラインの趣旨 

本ガイドラインは、投資信託委託会社（投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26 年法律第

198 号）第２条第 11 項に規定する者をいう。以下同じ。）が自ら設定する証券投資信託受益証券

の募集等（募集又は私募をいう。以下同じ。）を行うに当たり、金融サービスの提供及び利用環

境の整備等に関する法律（平成 12 年法律第 101 号、以下「金サ法」という。）において定められ

ている金融商品販売業者等の説明義務を遂行するうえで留意すべき事項及び実務上の取扱いの参

考事例を示すものである。 

 

Ⅱ．金サ法における説明義務の概要 

 １．金サ法においては、投資信託委託会社が自ら設定する受益証券の募集等を行おうとするとき

は、当該受益証券の募集等が行われるまでの間に、顧客に対し、次に掲げる事項（以下「重要

事項」という。）について説明をしなければならないこととされている。 

  （金サ法第 4 条第１項） 

  ① 当該金融商品の販売等について金利、通貨の価格、金融商品市場（金融商品取引法（昭和

23 年法律第 25 号、以下「金商法」という。）第２条第 14 項に規定する金融商品市場をいう。）

における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあると

きは、次に掲げる事項 

   イ 元本欠損が生ずるおそれがある旨 

   ロ 当該指標 

   ハ ロの指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれを生じさせる当該金融

商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分 

 【価格変動リスク】 

  ② 当該金融商品の販売について当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財産の状

況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項 

 イ 元本欠損が生ずるおそれがある旨 

   ロ 当該者 

   ハ ロの者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれを生じ

させる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分 

 【信用リスク】 
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  ③ 前二号に掲げるもののほか、当該金融商品の販売について顧客の判断に影響を及ぼすこと

となる重要なものとして金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令（平

成 12 年政令第 484 号、以下「政令」という。）で定める事由を直接の原因として元本欠損が

生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項 

 イ 元本欠損が生ずるおそれがある旨 

   ロ 当該事由 

   ハ ロの事由を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売

に係る取引の仕組みのうちの重要な部分 

  ④ 当該金融商品の販売の対象である権利を行使することができる期間の制限又は当該金融商

品の販売に係る契約の解除をすることができる期間の制限があるときは、その旨 

【権利行使・契約解除の期間の制限】 

 

 ２．前項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結す

る目的に照らして、当該顧客に理解させるために必要な方法及び程度によるものでなければな

らない。 

 （金サ法第４条第２項） 

 （注）【 】内は金サ法の条文中にはなく、本ガイドラインとして加えた言葉である。 

 

Ⅲ．説明の内容 

 １．基本的な考え方 

 金サ法においては、顧客に対し説明すべき重要事項について具体的な説明内容は定められて

いないが、投資信託委託会社は、多数の顧客にとって重要事項を理解できる程度の説明を行う

ことが求められている。 

 

 ２．実務上の取扱い 

 「多数の顧客にとって重要事項を理解できる程度の説明を行う」という点を考慮すると、各

受益証券の募集等に際し、説明すべき重要事項の内容及び具体的な説明の参考事例は以下のと

おりと考えられる。 
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 ○受益証券 

証券投資信託受益証券 価格変動リスク 信用リスク 
権利行使・契 

約解除の制限 

  主な投資対象が国内株式 

 であるもの 

 ・証券投資信託受益証券 

  の基準価額変動リスク 

 ・組入れ株式の株価変動 

  リスク 

 ・組入れ株式の発行者の 

  信用リスク 

 

  主な投資対象が円建公社 

 債であり、かつ、外貨建 

 資産又は株式・出資等に 

 投資しないもの 

 ・証券投資信託受益証券 

  の基準価額変動リスク 

 ・組入れ債券の価格変動 

  リスク 

 ・組入れ債券の発行者の 

  信用リスク 

 

  主な投資対象が株式・一 

 般債にわたっており、か 

 つ、円建・外貨建の双方 

 にわたっているもの 

 ・証券投資信託受益証券 

  の基準価額変動リスク 

 ・組入れ有価証券の価格 

  変動リスク 

 ・為替変動リスク 

 ・組入れ有価証券の発行 

  者の信用リスク 

 

（注）他の種類の証券投資信託受益証券については、説明すべき内容が異なり得る。 

 

（具体的な説明の参考事例） 

 

 〔主な投資対象が国内株式であるもの〕 

・この投資信託は、主に国内株式を投資対象としています。組み入れた株式の値動き等により基

準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組み入れた

株式の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本

を割り込むことがあります。 

・この投資信託は、主に国内株式を投資対象としています。組み入れた株式の株価の下落や、そ

れらの株式の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ること

があります。 

 

 〔主な投資対象が円建公社債であり、かつ、外貨建資産又は株式・出資等に投資しないもの〕 

・この投資信託は、主に円建の公社債を投資対象としています。この投資信託の基準価額は、金

利の変動等による組入れ債券の値動きにより上下しますので、これにより投資元本を割り込む

ことがあります。また、組入れた債券の発行者の経営･ 財務状況の変化及びそれらに関する外

部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 

・この投資信託は、主に円建公社債を投資対象としています。組入れた債券の値下がりや、それ

らの債券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることが

あります。 
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 〔主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建・外貨建の両方にわたっているもの〕 

・この投資信託は、主に国内外の株式や債券を投資対象としています。この投資信託の基準価額

は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これに

より投資元本を割り込むことがあります。また、組み入れた株式や債券の発行者の経営･ 財務

状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 

・この投資信託は、主に国内外の株式や債券を投資対象としています。組み入れた株式や債券の

値下がり（外貨建証券については、通貨価格の変動の影響も受けます。）、それらの発行者の

信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。 

 

○ 外貨建の受益証券の取扱い等 

 イ 外貨建の受益証券 

 外貨建の受益証券については、上記の事項に加え、基準価額が外貨建で算出されることによ

り顧客の投資元本を割り込むことがあるため、為替変動リスクを説明すべきものと考えられる。 

 

 ロ 第三者の業務又は信用の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがある受益

証券 

 上記以外の第三者の業務又は信用の状況の変化を原因として元本欠損が生ずるおそれがある

証券については、上記の事項に加え、当該第三者の信用リスクについて説明すべきものと考え

られる。 

 ［保証付き受益証券の具体的な説明の参考事例］ 

・この投資信託は、主に国内外の株式や債券を投資対象としています。この投資信託の基準価額

は、組み入れた株式や債券の値動き、通貨の価格変動等の影響や、組み入れた株式や債券の発

行者の信用状況の変化等により上下しますので、償還前に売却する場合には、投資元本を割り

込むことがあります。また、本受益証券の発行者や保証会社の経営・財務状況の変化及びそれ

らに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 

 

 ハ 権利行使期間又は解約の時期に制限のある受益証券 

 権利行使期間又は解約の時期に制限のある受益証券については、上記の事項に加え、権利行

使期間又は解約時期の制限を説明すべきものと考えられる。 

 ［主な投資対象が国内株式である投資信託のうちクローズド期間のあるものの具体的な説明の参

考事例］ 

・この投資信託は、主に国内株式を投資対象としています。組み入れた株式の値動き等により基

準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組み入れた

株式の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本

を割り込むことがあります。なお、クローズド期間中は、換金することができませんので御留

意ください。 

・この投資信託は、主に国内株式を投資対象としています。組み入れた株式の株価の下落や、そ

れらの株式の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ること

があります。なお、クローズド期間中は、換金することができませんので御留意ください。 
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（注）金サ法においては、顧客の応募代金や収益金、解約代金等の保全方法に関する事項の説明は

求められていない。従って、これら応募代金等が預金保険や投資者保護基金の支払等の対象に

ならないことや、このため投資信託委託会社は顧客の応募代金等に相当する金額を信託会社に

信託することが法律上義務付けられていることを説明することに関しては、各社が自主的に判

断するものとする。 

 

Ⅳ．説明の時期等 

 １．基本的な考え方 

 金サ法においては、「金融商品の販売が行われるまでの間」に重要事項の説明を行うことと

されているが、受益証券の募集等の場合、「金融商品の販売が行われるまでの間」とは、「約

定までの間」と解すことが適当である。従って、投資信託委託会社は、受益証券の募集等に当

たり、約定までに顧客に重要事項の説明を行うべきものと考えられる。なお、投資信託委託会

社は、一般的な大多数の顧客にとって重要事項を理解できる程度の説明を行うことが求められ

ていることに留意する必要がある。 

 

 ２．具体的な留意事項 

 上記のとおり、投資信託委託会社は、受益証券の募集等に当たり、約定までに顧客に重要事

項の説明を行うべきであるが、「一般的な大多数の顧客にとって重要事項を理解できる程度の

説明を行う」という観点から、説明の時期については、次の事項に留意する必要がある。 

① 顧客に対して重要事項の説明を行った後、当該顧客が当該説明に係る受益証券の募集等を

継続して行い、重要事項の認識が持続していると考えられる場合には、必ずしも、当該同種

の募集等が行われる都度、重要事項の説明を行う必要はないものと考えられる。ただし、当

該顧客から要求があった場合には、当該顧客に重要事項の説明を行うべきものと考えられる。 

 なお、「同種の募集等」とは、顧客に説明すべき重要事項の内容が同一である受益証券の

募集等をいう。 

② 周知度の低い又はその仕組みが複雑・高度と思われる受益証券の募集等については、慎重

に取り扱うことが望ましいと考えられる。 

 

Ｖ．説明の方法 

 １．基本的な考え方 

 金サ法においては、重要事項の説明について、具体的な説明の方法は規定されていない。従

って、重要事項の説明は、口頭、書面又はその他の方法により行うことが可能である。 

 ただし、投資信託委託会社は、説明の方法を問わず、一般的な大多数の顧客にとって重要事

項を理解できる程度の説明を行うことが求められている。 

（注）金サ法においては、説明を行ったことに係る確認は求められていない。従って、確認を行

うか否か、又は、確認を行う場合の方法等は、各社が自主的に判断するものとする。 

 

２．具体的な留意点 

 「一般的な大多数の顧客にとって重要事項を理解できる程度の説明を行う」という点を考慮
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すると、投資信託委託会社が行う説明の方法については、以下の点に留意する必要がある。 

① 周知度の低い又はその仕組みが複雑・高度と思われる受益証券については、より丁寧な説

明を行う等、当該受益証券の商品性に応じた説明を行うよう配慮すべきものと考えられる。 

② 書面によって重要事項の説明を行う場合には、分かりにくい表現は避け、また、記載が目

立ちにくくならぬよう、配慮すべきものと考えられる。 

 

Ⅵ．説明が不要な場合 

 １．基本的な考え方 

 金サ法においては、顧客が専門的知識及び経験を有する者として政令で定める者（以下、「特

定顧客」という。）である場合には、重要事項の説明は要しないこととされている。 

また、顧客が特定顧客以外の者であっても、当該顧客から重要事項について説明を要しない

旨の意思の表明があった場合には、金サ法に基づく重要事項の説明は要しないこととされてい

る。 

 なお、金サ法においては、意思の表明の方法は規定されていないことから、顧客の意思表明

は、口頭、書面又はその他の方法により行うことが可能である。 

（注）金サ法においては、顧客が説明不要の意思表明を行ったことに係る確認は求められていない。

従って、確認を行うか否か、又は、確認を行う場合の方法等は、各社が自主的に判断するもの

とする。 

 

 ２．具体的な留意事項 

 （１）顧客が特定顧客である場合 

 顧客が特定顧客である場合には重要事項の説明を要しないこととされているが、この特定

顧客は政令第 12条で「金融商品販売業者等又は金商法第２条第 31項に規定する特定投資家」

と定められている。 

 （２）説明不要の意思表明 

    説明不要の意思表明の取扱いに係る留意事項は以下のとおりである。 

① 顧客の意思表明は、当該顧客が当該受益証券のリスクを理解したうえで行うことが肝要

と考えられる。従って、これまで同種の受益証券について当該顧客に説明を行ったことが

なく、当該顧客が当該種類の受益証券の取引の経験も有しないといった場合には、重要事

項の説明を行う等の措置を講じることが望ましいと考えられる。 

② 周知度の低い又はその仕組みが複雑・高度と思われる受益証券に係る説明不要の意思表

明は、慎重に取り扱うことが望ましいと考えられる。 

③ 意思表明の対象となる受益証券の範囲を明確にすべきものと考えられる。 

④ 一旦、顧客から説明不要の意思表明が行われた後に、当該顧客から重要事項の説明を求

められた場合は、必ずしも説明不要の意思表明が撤回されたものと解する必要はないが、

重要事項の説明は行うべきものと考えられる。 

 

Ⅶ．取引形態毎の考え方 

 金サ法においては、一般的な大多数の顧客にとって重要事項を理解できる程度の説明を行うこ
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とが求められている。このような観点から、個別の取引形態毎に留意すべき事項は以下のとおり

である。 

１．非対面取引 

 インターネット取引、ＡＴＭ取引、アンサー・システム取引等の非対面取引における重要事

項の説明については、以下の事例を参考に、各々の取引形態に則した対応をとるよう留意する

必要がある。  

 （１）インターネット取引 

インターネット取引における説明方法としては、例えば、以下のようなものが考えられる。 

① 口座開設時等に、口頭、書面又はその他の方法により重要事項の説明を行ったうえで取

引を開始する。 

② ホームページの画面上に重要事項の表示を行う。 

 （２）ＡＴＭ取引 

    ＡＴＭ取引における説明方法としては、例えば、以下のようなものが考えられる。 

   ・口座開設時等に、口頭、書面又はその他の方法により重要事項の説明を行ったうえで取引

を開始する。 

 （３）アンサー・システム取引 

    アンサー・システム取引における説明方法としては、例えば、以下のようなものが考えら 

れる。 

① 口座開設時等に、口頭、書面又はその他の方法により重要事項の説明を行ったうえで取

引を開始する。 

   ② 自動音声システムにより、重要事項の説明を行う。 

（注）上記に加え、顧客からの問い合わせ等に対応するため、問い合せ窓口を設置し、口座開設

時等に連絡先を通知するといった方法を併用することも考えられる。 

 

 ２．法人顧客との取引 

 顧客が法人である場合には、重要事項の説明を代表取締役又は権限を付与された代理人（財

務担当部・課長等）に行うこととなると考えられる。また、説明不要である旨の意思の表明も

これらの者から受ける必要があると考えられる。 

 説明不要の意思表明が行われた場合、その意思表明は法人の行った意思表明として、代表取

締役や権限を付与された代理人の交代の影響を受けるものではないと考えられる。 

 

 ３．総合取引の契約に基づく取引 

 総合取引の契約については、当初の契約締結時に、以後の定時・定型の取引履行についても

合意されているものと考えられる。従って、当初の契約締結前に行う重要事項の説明のほかに、

以後の定時・定型の買付けに際して重要事項の説明を行うことは不要であると考えられる。 

 ただし、契約内容を変更する際には、説明を行う必要があると考えられる。 

 



－  － 8

Ⅷ．金融商品販売業者等の断定的判断の提供等の禁止 

  金サ法においては、金融商品販売業者等が、金融商品の販売等を業として行うときは、当該金

融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、当該金融商品の販売

に係る事項について、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させる

おそれのあることを告げる行為（以下「断定的判断の提供等」という。）を行ってはならないこ

ととされている。 

（金サ法第５条） 

 

Ⅸ．他の法令・諸規則等との関係 

 １．金商法等における説明義務との関係 

 金サ法における説明義務に関わらず、投資信託委託会社は、金商法、投資信託及び投資法人

に関する法律、関連政省令及び投資信託協会の業務規程等諸規則に定められた義務を遵守する

必要がある。 

 ただし、これらの法令及び協会の業務規程等諸規則の説明と同時に、金サ法に基づく説明を

行うことも可能である。例えば、各受益証券の目論見書に、金サ法により求められている重要

事項が記載されている場合には、金サ法に基づく説明を当該目論見書を使用して行うこともで

きる。 

 

２．適合性の原則等との関係 

 金サ法における説明義務の遂行とは別に、投資信託委託会社は、顧客の知識、投資経験、投

資目的、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし、顧客の意向

と実情に適合した投資勧誘を行うよう努める必要がある。 

 

３．民法の一般原則との関係 

 金サ法は、重要事項について説明をしなかったこと又は断定的判断の提供等を行ったことに

より顧客に損害が生じた場合における金融商品販売業者等の損害賠償の責任等について定める

ことにより、裁判における顧客の立証負担を軽減させるものであり、民法の一般原則に基づく

損害賠償請求を排除するものではない。 

従って、投資信託委託会社は、受益証券の募集等に関して蓄積されてきた裁判例等に留意し、

顧客の投資経験、投資目的及び資力等並びに商品の性質、取引の形態等に照らし、顧客が取引

に伴う危険性について正しい認識を形成できるよう配慮すべきものと考えられる。 

 

 

 附 則 

このガイドラインは、平成 13 年４月１日から実施する。 

 

 附 則 

この改正は、平成 19 年１月 19 日から実施する。 
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附 則 

この改正は、平成 19 年９月 30 日から実施する。 

 

附 則 

この改正は、平成 20 年 10 月１日から実施する。 

 

附 則 

この改正は、平成 21 年３月 19 日から実施する。 

 

附 則 

この改正は、令和５年２月９日から実施する。 

＊「金融商品の販売等に関する法律」の題名変更に伴うガイドライン名称の変更及び題名引用個所の修正 

 

附 則 

この改正は、令和６年２月 15 日から実施する。 

＊「金融サービスの提供に関する法律」の題名変更に伴うガイドライン名称の変更及び題名引用個所の修正 

 


